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地域区分の見直しに向けた進め方について
○ 地域区分は、公平性・客観性を担保する観点から、原則として、地域における民間の賃金水準を反映
して設定されている公務員（国家公務員又は地方公務員）の地域手当に準拠しているが、地域区分の見直
しにあたっては、支給割合が上がる自治体もあれば下がる自治体もあるため、報酬単価の大幅な変更を緩
和する観点から、市町村の意向を確認した上で経過措置を設けている。
※ 経過措置とは別に、隣接地域の状況により公平性を欠く状況にあると考えられる自治体に対し、特例を設けている。

○ この経過措置の適用について、支給割合が上がる場合には、従前の支給割合を維持することを含め、
見直し前後の支給割合の範囲内で設定することを可能としており、例えば３年毎に段階的に引き上げてい
くことも可能としている。また、支給割合が下がる場合にも同様の設定を可能としている。

○ 国家公務員の地域手当については、令和６年８月の人事院勧告において、級地区分を設定する地域の
単位を広域化（従来の市町村単位から都道府県単位を基本）するとともに、級地区分の段階数を７区分か
ら５区分とする見直し内容が示され、令和７年度から段階的に支給割合の引き上げや引き下げが実施され
ている。

○ また、地方公務員の地域手当についても同様の見直しが行われており、総務省の方針を踏まえて各市
町村で地域手当の設定を行うことになるが、地域手当の設定にあたっては、特別交付税の減額措置が令和
７年度から廃止されており、国家公務員とは異なる独自の支給割合を設定する自治体が増加することも考
えられる。

○ こうしたことを踏まえ、令和９年度介護報酬改定に向け、下記のスケジュールで市町村の意向を確認
しつつ、検討を進める予定。

（今後のスケジュール（予定））
令和８年２～３月 市町村への意向調査

※令和９年度以降の地域区分の設定に係る意向や各市町村における公務員の地域手当の支給割合等を調査

令和８年度以降 令和9年度介護報酬改定に向けて介護給付費分科会で議論

令和８年年末頃 市町村に令和９年度からの地域区分を提示 1
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○ 介護報酬は、法律上、事業所が所在する地域等も考慮した、サービス提供に要する平均的な費用の額を勘案
して設定することとされている。（介護保険法第4１条第４項等）

○ 利用者に直接介護サービスを提供する従業者の賃金は地域によって差があり、この地域差を介護報酬に反
映する為に、「単位」制を採用し、サービスごと、地域ごとに１単位の単価を設定している。

○ 各市町村に適用される級地（地域区分）は、公平性・客観性を担保する観点から、公務員（国家・地方）の地域
手当の設定がある地域は、原則として当該地域手当の区分に準拠しつつ、地域区分の見直しにあたっては、支
給割合が上がる自治体もあれば下がる自治体もあるため、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、市町
村の意向を確認した上で経過措置を設けている。また、隣接地域の状況によって、一部特例を設けている。

■介護報酬の基本的な算定方法

サービスごとに
算定した単位数

１単位の単価
サービス別、地域別に設定

10円～11.40円

事業者に支払われる
サービス費

１割、２割又は３割は
利用者の自己負担

１級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地 ７級地 その他

上乗せ割合 ２０％ １６％ １５％ １２％ １０％ ６％ ３％ ０％

人件費
割合

①７０％ １１．４０円 １１．１２円 １１．０５円 １０．８４円 １０．７０円 １０．４２円 １０．２１円 １０円

②５５％ １１．１０円 １０．８８円 １０．８３円 １０．６６円 １０．５５円 １０．３３円 １０．１７円 １０円

③４５％ １０．９０円 １０．７２円 １０．６８円 １０．５４円 １０．４５円 １０．２７円 １０．１４円 １０円

①訪問介護／訪問入浴介護／訪問看護／居宅介護支援／定期巡回・随時対応型訪問介護看護／夜間対応型訪問介護
②訪問リハビリテーション／通所リハビリテーション／認知症対応型通所介護／小規模多機能型居宅介護／看護小規模多機能型居宅介護／短期入所生活介護
③通所介護／短期入所療養介護／特定施設入居者生活介護／認知症対応型共同生活介護／介護老人福祉施設／介護老人保健施設／介護医療院／
地域密着型特定施設入居者生活介護／地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護／地域密着型通所介護

■１単位の単価（サービス別、地域別に設定）

（根拠）指定居宅サービスの費用の額の
算定に関する基準（告示）等

（根拠）厚生労働大臣が定める一単位の単価（告示）

介護報酬について
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地域区分の経過措置について

概要

○ 地域区分の見直し(※)にあたっては、支給割合が上がる自治体もあれば下がる自治体もあるため、報
酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、市町村の意向を確認した上で、従前の支給割合を維持するこ
とを含め、見直し前後の支給割合の範囲内で設定することを可能とする経過措置を設けている。
※ これまで、平成24年度及び平成27年度の介護報酬改定において、地域区分の見直しを実施。

○ 経過措置については、３年毎の介護報酬改定の際に、その取扱いについて市町村の意向を確認してお
り、令和８年度末まで延長が認められている。

地域区分については、
６％～８％の範囲で設
定することが可能
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【例：見直しにより支給割合が上がる場合】
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地域区分の特例について

概要

令和６年度以降の級地の設定に当たっては、現行の級地を適用することを基本としつつ、公平性を欠く状況にあると考え
られる自治体については、以下の通り特例を設け、自治体に対して行った意向調査の結果を踏まえ、級地に反映する。

ア 次の場合は、当該地域に隣接する地域に設定された地域区分のうち、一番低い又は高い地域区分までの範囲で引き上
げる又は引き下げることを認める。
ⅰ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い地域に全て囲まれている場合。
ⅱ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に複数隣接しており、かつ、その地域の中に当該地
域と４級地以上の級地差がある地域が含まれている場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治
体を除く。

ⅲ 当該地域の地域区分よりも高い又は低い級地が設定された地域に囲まれており、かつ、同じ地域区分との隣接が単
一（引き下げの場合を除く）の場合。なお、引上げについては、地域手当の級地設定がある自治体を除く。

イ ５級地以上の級地差がある地域と隣接している場合について、４級地差になるまでの範囲で引上げ又は引下げを認め
る。

（注１）隣接する地域の状況については、同一都道府県内のみの状況に基づき判断することも可能とする。（アⅰのみ）
（注２）広域連合については、構成自治体に適用されている区分の範囲内で選択することを認めているが、令和５年度末に解散する場合について、

激変緩和措置を設ける。
（注３）自治体の境界の過半が海に面している地域にあっては、イの例外として、３級地差以上の級地差であっても２級地差になるまで引上

げを認める。
（注４）障害福祉サービス等報酬及び子ども・子育て支援制度における公定価格の両方の地域区分が、経過措置等による特別な事情で介護報

酬の級地より高くなっている場合、その範囲内において、隣接する高い級地のうち最も低い区分まで引上げを可能とする。

【アⅰ に該当する事例】

○高い地域区分
の地域に全て
囲まれている
場合

 ⇒６％又は
10％を選択可

【アⅱ に該当する事例】

○その他(0%)地域で
あって、高い地域
区分の地域と複数
隣接し、その中に
４級地以上の級地
差がある地域が含
まれている場合
⇒３％を選択可

○その他(0%)の地
域であって、高
い地域区分の地
域に囲まれてお
り、同一の区分
(0%)とは単一の
隣接となってい
る場合
⇒３％を選択可

【アⅲ に該当する事例】 R6新設

○５級地以上の
級地差がある
地域と隣接し
ている場合

⇒10％を選択可

【イ に該当する事例】 R6新設
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令和６年度から令和８年度までの間の地域区分の適用地域

上乗せ割合

地域 東京都 東京都 埼玉県 茨城県 茨城県 兵庫県 宮城県 東京都 大阪府 北海道 新潟県 愛知県 奈良県 その他の地域

特別区 調布市(3) さいたま市 牛久市 水戸市 尼崎市 仙台市 武蔵村山市 岸和田市 札幌市 新潟市 豊橋市 大和高田市(6)

町田市 千葉県 埼玉県 日立市 伊丹市 多賀城市 羽村市 泉大津市 茨城県 富山県 半田市 天理市

狛江市 千葉市 朝霞市 龍ケ崎市 川西市 茨城県 瑞穂町 貝塚市 結城市 富山市 豊川市 橿原市

多摩市 浦安市(4) 志木市 取手市 三田市 土浦市 奥多摩町 泉佐野市 下妻市 石川県 蒲郡市 桜井市

神奈川県 東京都 和光市 つくば市 広島県 古河市 檜原村 富田林市 常総市 金沢市 常滑市 御所市

横浜市 八王子市 千葉県 守谷市 広島市 利根町 神奈川県 河内長野市 笠間市 内灘町 小牧市 香芝市

川崎市 武蔵野市 船橋市 埼玉県 府中町 栃木県 秦野市 和泉市 ひたちなか市福井県 新城市 葛城市

大阪府 三鷹市 成田市 川口市(6) 福岡県 宇都宮市 大磯町 柏原市 那珂市 福井市 東海市 宇陀市

大阪市 青梅市 習志野市 草加市(6) 福岡市 野木町 二宮町 羽曳野市 筑西市 山梨県 大府市 山添村

府中市 東京都 戸田市(6) 春日市 群馬県 中井町(他) 藤井寺市 坂東市 甲府市 知多市 平群町

小金井市 立川市 新座市 高崎市 清川村 泉南市 稲敷市 南アルプス市(他) 高浜市 三郷町

小平市 昭島市 八潮市(6) 埼玉県 岐阜県 大阪狭山市 つくばみらい市 南部町(他) 田原市 斑鳩町

日野市 東大和市 ふじみ野市 川越市 岐阜市 阪南市 大洗町 長野県 大口町 安堵町

東村山市 神奈川県 千葉県 行田市 静岡県 島本町 阿見町 長野市 扶桑町 川西町

国分寺市 相模原市 市川市 所沢市 静岡市 豊能町 河内町 松本市 阿久比町 三宅町

国立市 横須賀市(5) 松戸市 飯能市 愛知県 能勢町 八千代町 塩尻市 東浦町 田原本町

清瀬市 藤沢市 佐倉市 加須市 岡崎市 忠岡町 五霞町 岐阜県 武豊町(他) 曽爾村

東久留米市 逗子市 市原市 東松山市 一宮市(7) 熊取町 境町 大垣市 幸田町 明日香村

稲城市 三浦市(6) 八千代市 春日部市 瀬戸市 田尻町 栃木県 多治見市 設楽町 上牧町

西東京市 海老名市 四街道市 狭山市 春日井市 岬町 栃木市 美濃加茂市（他） 東栄町 王寺町

神奈川県 大阪府 袖ケ浦市(6) 羽生市 津島市 太子町 鹿沼市 各務原市 豊根村 広陵町

鎌倉市 豊中市 印西市 鴻巣市 碧南市 河南町 日光市 可児市 三重県 河合町

厚木市(4) 池田市 栄町 上尾市 安城市 千早赤阪村 小山市 静岡県 名張市 岡山県

愛知県 吹田市 東京都 越谷市 西尾市 兵庫県 真岡市 浜松市 いなべ市 岡山市

名古屋市 高槻市 福生市 蕨市 犬山市(7) 明石市 大田原市 沼津市 伊賀市 広島県

刈谷市(4) 寝屋川市 あきる野市 入間市 江南市(7) 猪名川町 さくら市 三島市 木曽岬町 東広島市

豊田市(4) 箕面市 日の出町 桶川市 稲沢市 奈良県 下野市(6) 富士宮市 東員町 廿日市市

大阪府 四條畷市(3) 神奈川県 久喜市 尾張旭市(7) 奈良市 壬生町 島田市 菰野町 海田町

守口市 兵庫県 平塚市 北本市 岩倉市(7) 大和郡山市 群馬県 富士市 朝日町 熊野町(他)

大東市 神戸市 小田原市 富士見市 日進市 生駒市 前橋市 磐田市 川越町 坂町

門真市 茅ヶ崎市 三郷市 愛西市 和歌山県 伊勢崎市 焼津市 滋賀県 山口県

兵庫県 大和市 蓮田市 清須市 和歌山市 太田市 掛川市 長浜市 周南市

西宮市 伊勢原市 坂戸市 北名古屋市 橋本市 渋川市 藤枝市 近江八幡市(他) 徳島県

芦屋市 座間市 幸手市 弥富市 福岡県 榛東村(他) 御殿場市 野洲市 徳島市

宝塚市 綾瀬市 鶴ヶ島市 あま市 大野城市 吉岡町(他) 袋井市 湖南市 香川県

葉山町(6) 吉川市 長久手市 太宰府市 玉村町 裾野市 高島市 高松市

寒川町 白岡市 東郷町 福津市 埼玉県 函南町 東近江市 福岡県

愛川町 伊奈町 大治町 糸島市 熊谷市 清水町 日野町 北九州市

愛知県 三芳町 蟹江町 那珂川市 深谷市 長泉町 竜王町(他) 飯塚市

知立市(6) 宮代町 豊山町 粕屋町 日高市 小山町 京都府 筑紫野市

豊明市(6) 杉戸町 飛島村 毛呂山町 川根本町 久御山町 古賀市

みよし市 松伏町 三重県 越生町 森町 兵庫県 長崎県

滋賀県 千葉県 津市 滑川町 姫路市 長崎市

大津市 木更津市(7) 四日市市 川島町 加古川市

草津市 野田市 桑名市 吉見町 三木市

栗東市 茂原市 鈴鹿市 鳩山町 高砂市

京都府 柏市 亀山市 寄居町 稲美町

京都市 流山市 滋賀県 千葉県 播磨町

長岡京市(6) 我孫子市 彦根市 東金市

大阪府 鎌ケ谷市 守山市 君津市

堺市 白井市 甲賀市 富津市

枚方市 酒々井町 京都府 八街市

茨木市 宇治市 富里市

八尾市 亀岡市 山武市

松原市 城陽市(7) 大網白里市

摂津市 向日市 長柄町

高石市 八幡市 長南町

東大阪市 京田辺市 神奈川県

交野市 木津川市 南足柄市(他)

大山崎町(7) 山北町

精華町 箱根町

地域数

※　この表に掲げる名称は、令和６年４月1日においてそれらの名称を有する市、町、村又は特別区の同日における区域によって示された地域。

170（166） 1292（1303）23（23） 7（6） 29（27） 24（25） 59（51） 137（140）

７級地 その他

20% 16% 15% 12% 10% 6% 3% 0%

１級地 ２級地 ３級地 ４級地 ５級地 ６級地
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級地の設定状況について

（参考）令和６年度改定において級地変更があった自治体数 ３８（引き上げ３５、引き下げ３）

○特例及び経過措置の適用状況（令和６年４月１日時点） （自治体数）

➢ 完全囲まれルールの適用 ５
➢ 複数隣接ルールを適用 １０
➢ ５級地差ルールを適用 ７
➢ 広域連合ルールを適用 １
➢ 他制度との均衡ルールを適用 １
➢ 経過措置の変更  ６
➢ 経過措置の終了  ８

合 計
（A+B）

本来の級地よりも
引き上げ(A)

本来の級地よりも
引き下げ(B)

公務員の地域手当に準拠 １,５４４ － －

経過措置を適用（H27～） ８０ ２ ７8

特

例

を

適

用

複数隣接ルールを適用（H27・R6） ５７ ５５ ２

完全囲まれルールを適用（H30・R３） ３０ １５ １５

４級地差ルールを適用（R３） ２ ２ －

５級地差ルールを適用（R６） ７ ７ －

広域連合ルールを適用（H27～） ２０ ５ １５

他制度との均衡ルールを適用（R６） １ １ －
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地域区分のこれまでの見直しの経緯
平成１２年度介護保険制度創設 国家公務員の調整手当に準拠した地域区分を設定（５区分）

平成１５年度介護報酬改定 地域区分の改定なし

※人事院勧告（平成17年度）により国家公務員の地域手当の見直し（完全施行は平成22年度から）

平成１８年度介護報酬改定 国家公務員の地域手当が新設され、級地が７区分となったものの、地域区分の改定は
行わず、従来の５区分を踏襲

平成２１年度介護報酬改定 ①一部の級地について上乗せ割合を引き上げ（級地の見直しは実施せず）
②地域差を勘案する職員の範囲について、直接処遇職員から具体的に配置基準が定め
られている職種の職員に拡大

③人件費割合について、２類型（人件費割合６０％と４０％のサービス）から
３類型（人件費割合７０％、５５％、４５％のサービス）に見直し

平成２４年度介護報酬改定 国家公務員の地域手当に準拠した見直し（７区分）
※国の官署がないため地域手当の設定がない地域については、診療報酬の地域加算の対象地域の考
え方に準拠して設定

※経過措置として、２区分以上変更する地域は1区分の変更でも認めるとともに、乙地（５％）の
地域は引き続き５％の設定を可能とした

※人事院勧告（平成26年度）により国家公務員の地域手当の見直し（完全施行は平成30年度から）

平成２７年度介護報酬改定 国家公務員または地方公務員の地域手当に準拠した見直し（８区分）
※経過措置として、従前の上乗せ割合と見直し後の上乗せ割合の範囲内での選択を認める
※特例として、複数隣接ルール及び広域連合ルールを設定

平成３０年度介護報酬改定 特例として、完全囲まれルールを設定

令和 ３年度介護報酬改定 特例として、４級地差ルールを設定

令和 ６年度介護報酬改定 ５級地差ルール及び新複数隣接ルールを設定
※人事院勧告（令和6年度）により国家公務員の地域手当の見直し（完全施行は令和10年度以降）
※地方公務員の地域手当も国家公務員と同様の見直し（現在、90市町村が国家公務員の地域手当や総務省から示された支給割合等とは異なる
独自の支給割合を設定しており、見直し後はさらに増えることも考えられる） 8



（参考）公務員の地域手当の見直し内容
（「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」（令和6年8月 人事院）より抜粋）
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（参考）地域手当の支給地域及び支給割合
（「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」（令和6年8月 人事院）より抜粋）
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級地・支給割合 都道府県 都道府県の級地と異なる地域

1級地 20％ 東京都：特別区

2級地 16％ 東京都
茨城県：つくば市
神奈川県：横浜市、川崎市、藤沢市、厚木市
大阪府：大阪市、吹田市

3級地 12％
神奈川県
大阪府

茨城県：取手市、守谷市
埼玉県：さいたま市、蕨市、志木市、和光市
千葉県：千葉市、成田市、習志野市、我孫子市、袖ケ浦市、印西市
静岡県：裾野市
愛知県：名古屋市、刈谷市、豊田市、豊明市、日進市
京都府：長岡京市
兵庫県：西宮市、芦屋市、宝塚市

4級地 8％
愛知県
京都府

宮城県：仙台市、多賀城市
茨城県：水戸市、日立市、土浦市、龍ケ崎市、牛久市
埼玉県：川越市、東松山市、狭山市、上尾市、朝霞市、新座市、桶川市、富士見市、坂戸市、鶴ヶ島市、

ふじみ野市
千葉県：市川市、船橋市、松戸市、佐倉市、柏市、市原市、八千代市、富津市、浦安市、四街道市
静岡県：静岡市
三重県：四日市市、鈴鹿市
滋賀県：大津市、草津市、栗東市
兵庫県：神戸市、尼崎市、明石市、伊丹市、高砂市、川西市、三田市
奈良県：奈良市、大和郡山市、天理市
広島県：広島市
福岡県：福岡市、春日市、福津市

5級地 4％

茨城県
栃木県
埼玉県
千葉県
静岡県
三重県
滋賀県
兵庫県
奈良県
広島県
福岡県

北海道：札幌市
宮城県：富谷市
群馬県：前橋市、高崎市、太田市
富山県：富山市
石川県：金沢市
山梨県：甲府市
長野県：長野市、松本市、塩尻市
岐阜県：岐阜市
和歌山県：和歌山市、橋本市
岡山県：岡山市、倉敷市
香川県：高松市

（参考）見直し後の支給地域及び級地区分・支給割合
（「社会の変革に対応した地方公務員制度のあり方に関する検討会 給与分科会 報告書」（令和6年10月）より抜粋）

※ 表中「都道府県の級地と異なる地域」については、令和6年人事院勧告・報告で示された支給地域に、国家公務員が在勤していない地域も加えて掲げている。 11
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